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富山県 都道府県平均

別紙１  

富山県の給与・定員管理等について  

 

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

住民基本  

台帳人口  

(R6年 1月 1日 ) 

歳  出  額  

Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

Ｂ  

人件費率  

Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

R5年度の  

人件費率  

 

R6年度  

人  

1,008,536 

      千円  

5 8 9 , 8 4 6 , 5 5 5  

     千円  

1 , 5 5 1 , 6 5 5  

    千円  

1 3 0 , 4 7 0 , 0 4 3  

      ％ 

2 2 . 1  

％              

2 0 . 5  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数  

Ａ  

給      与      費        

 

 

 

 

( 参 考 ) 一

人 当 た り

給与費   

Ｂ／Ａ  

(参 考 )都 道

府 県 平 均 一

人 当 た り 給

与 費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  

Ｂ  

 

R6年度  

    人  

1 3 , 8 5 5  

    千円  

6 0 , 2 7 8 , 9 8 5  

    千円  

1 1 , 2 1 0 , 6 8 8  

    千円  

2 4 , 3 1 2 , 9 1 3  

    千円  

9 5 , 8 0 2 , 5 8 6  

千円  

6,915 

千円  

7 , 1 1 5  

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数については、令和６年１月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、

暫定再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含ま

ない。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再

任用短時間勤務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれてい

ない。  

 

(3) ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表 (一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。  

２  （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス  

指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する

ため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。  

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に

基づく地域手当支給割合）により算出。）  
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３  ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に

達した日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水

準に設定される職員を除いている。  

 

 (4) 給与改定の状況  

    ①月例給  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 ) 

国の改定率  

 

民間給与  

Ａ  

公務員給与  

Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定率）  

 

R7年度  

円  

3 8 2 , 8 8 6  

円  

3 7 1 , 2 6 0  

11,626円 

（ 3.13％）  

％  

3 . 1 3  

％  

3 . 1 3  

 

 

％  

3 . 6 2  

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイ

レス比較した平均給与月額である。  

 

    ②特別給（期末・勤勉手当）  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 ) 

国の年間  

支給月数  

民間の支給  

割合  

Ａ  

公務員の  

支給月数  

Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定月数）  

 

R7年度  

月  

4 . 6 6  

月  

4 . 6 0  

月  

0 . 0 6  

月  

0 . 0 5  

月  

4 . 6 5  

 

 

月  

4 . 6 5  

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支

給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。  

 

 

 (5) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施

状況について  

 

①給料表の見直し  

［ 実施   未実施］  

実施内容（実施時期、具体的な実施内容）  

（給料表の改定実施時期）令和７年４月１日  

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の

号給をカットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級から９級の隣接する

級間での給料月額の重なりの解消等を実施。  

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。  

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表 (一 )において３級から７級までの初号近辺の

号俸をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から 10 級の隣接す

る級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを行って

いる。  
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②地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

③その他の見直し内容  

 

 

 

 

  

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）  

    ①一般行政職  

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

富山県  42歳 10月  329,503円  403,369円  359,220円  

国  41歳 11月  332,237円       414,480円  ―  

都道府県平均  42歳４月  329,304円  420,139円  372,087円  

 

②技能労務職  

 

区  分  

公務員  民間  参考  

平均年齢  職員数  
平均給料

月額  

平均給与月

額  

（Ａ）  

平均給与

月額  

（国比較ベ

ース）  

対応する民間の  

類似職種  
平均年齢  

平均給料

月額  

(B) 

A/

B 

富山県  55 歳 5 月   9 人  265,189 円  285,703 円  273,196 円  ―  ―  ―  ―  

 うち運転手  62 歳０月  4 人  227,525 円  242,652 円  232,645 円  
自家用自動車  

運転者  
59 歳５月  269,700 円  0.90 

 うち用務員  54 歳４月  1 人  293,800 円  322,801 円  302,614 円  用務員  52 歳 5 月  241,300 円  1.34 

国  51 歳４月  1,703 人  294,567 円  ―   337,907 円   ―  ―    

都道府県平均  53 歳８月  140 人  309,925 円  366,087 円  341,488 円   ―  ―  ―  ―  

 

区分  参考  

年収ベース（試算値）の比較  

 公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）  Ｃ /Ｄ  

富山県  ―  ―  ―  

 うち運転手  3,840,824 円  3,459,200 円  1.11 

 うち用務員  5,141,112 円  3,231,900 円  1.59 

 

 

（支給割合）国基準３％に対し、富山県においても３％を支給。  

（実施時期）令和７年４月１日より実施。  

 

 

扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。

（令和７年４月１日実施）  
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③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

富山県     44歳 11月 372,599円    416,994円 

都道府県平均     44歳７月  378,535円     442,107円 

 

    ④小・中学校（幼稚園）教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

富山県     41歳４月  362,188円     395,872円 

都道府県平均     41歳７月  366,616円     424,360円 

 

    ⑤警察職  

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

富山県    38歳７月  336,598円     444,137円 361,927円  

国    41歳８月  339,095円  399,794円  ―  

都道府県平均    39歳５月  345,913円     494,513円 397,690円  

（注）１  「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均で

ある。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

いて明らかにされているものである。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 ( 2 )  職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）  

区     分  富  山  県  国  

一般行政職  
大  学  卒  225,600円               220,000円   

高  校  卒  194,500円               188,000円   

技能労務職  
高  校  卒  185,700円               －   

中  学  卒  185,700円               －   

高等学校教育職  
大  学  卒  252,000円               －   

高  校  卒  230,800円               －   

小・中学校教育職  
大  学  卒  252,000円               －   

高  校  卒  235,100円               －   

警  察  職  
大  学  卒  257,900円               255,200円   

高  校  卒  226,000円               216,400円   
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）  

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  １号給の  

給料月額  

最高号給の給

料月額  

１級  
主 事 、 技 師  435人  13.6％  183,500円  258,100円  

２級  
主 事 、 技 師  504人  15.7％  

 
230,000円  308,500円  

３級  
係 長 、 主 任  602人  18.8％  265,300円  354,700円  

４級  
係 長 、 主 任  425人  13.3％  298,800円  386,100円  

５級  
本 庁 の 課 長 補 佐  
大 規 模 出 先 機 関 の 課 長  

788人  24.6％  321,300円  398,200円  

６級  
本 庁 の 課 長  
出 先 機 関 の 長  

362人  11.3％  355,200円  415,700円  

７級  
本 庁 の 室 長  
大 規 模 出 先 機 関 の 長  

33人  1.0％  408,300円  450,900円  

８級  
本 庁 の 次 長  
 

26人  0.8％  458,300円  488,500円  

９級  
本 庁 の 部 長  29人  0.9％  510,200円  540,900円  

1 0級  
本 庁 の 部 長  2人  0.1％  550,800円  580,600円  

  （注）１  ○○都道府県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  

    区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  
大  学  卒           290,338円  363,816円  392,319円  403,667円  

高  校  卒           259,055円  326,980円  ―（該当者なし）円  386,479円  

技能労務職  
高  校  卒  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  

中  学  卒  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  

高等学校  

教育職  

大  学  卒   343,465円  396,887円  421,731円  439,591円  

高  校  卒  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  

小・中学校  

教育職  

大  学  卒   342,968円  398,883円  418,752円  429,760円  

高  校  卒  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  ―（該当者なし）円  

警  察  職  
大  学  卒  303,197円  379,761円  411,675円   422,414円 

高  校  卒  288,474円  349,282円  388,700円   404,473円 
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( 2 )  国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）  

 

(3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）  

令和７年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  〇  〇  

 

活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績

がある区

分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分  〇  〇  〇  〇  

上位、標準の区分      

標準、下位の区分      

標準の区分のみ（一律）      

ロ．  人事評価を活用していない    

   活用予定時期    

 

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級（特に重要課長）県10級（部長）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和７年４月１日時点

国９級（課長）県９級（部長）

国８級（困難室長）県８級（次長）

国７級（室長）県７級（参事）

国６級（困難課長補佐）県６級（課長）

国５級（課長補佐）県５級（副主幹）

国４級（困難係長）県４級（主任）

国３級（係長）県３級

（主任）

国２級（上級係員）

県２級（主事・技師）

国１級（係員）

県１級（主事・技師）

富山県 （R７）

国家公務員 （R７)
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４ 職員の手当の状況  

 (1)  期末手当・勤勉手当  

        富  山  県                   国 

１人当たり平均支給額（令和 6年度）  

1,696千円  

－  

 

（令和６年度支給割合）  

         期末手当       勤勉手当  

          2.50月分       2.10月分  

        （ 1.40)月分    (1.00)月分  

（令和６年度支給割合）                     

          期末手当       勤勉手当  

         2.50 月分       2.10 月分  

         (1.40)月分    (1.00 )月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

役 職 加 算 5～ 2 0％  

管 理 職 加 算 1 5～ 2 5％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

役 職 加 算 5～ 2 0％  

管 理 職 加 算 1 0～ 2 5％  

 （注）  (  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。  

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）  

令和７年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  〇  〇  

 

活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率  〇  〇  〇  〇  

上位、標準の成績率      

標準、下位の成績率      

標準の成績率のみ（一律）      

ロ．  人事評価を活用していない    

   活用予定時期    

 

 

(2) 退職手当（令和７年４月１日現在）  

富  山  県  国  

（支給率）     自己都合  ・  定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分   33.27075月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分    47.709 月分  

最高限度      47.709月分     47.709 月分  

（支給率）      自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分    24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分    33.27075月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分     47.709 月分  

最高限度       47.709月分     47.709 月分  

調整率             83.7／ 100 調整率             83.7／ 100 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（ 3％ ～ 4 5％ 加 算 ）  

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（ 3％～ 45％加算）  

       自己都合  ・  その他  

1人当たり  

平均支給額    3,061千円    2 2 , 3 3 3千円  

 

－  

 

（注）１  退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。 

   ２  「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日      

以後その者の非違によることなく退職した場合を含む。  
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(3) 地域手当（令和７年４月１日現在）  

支  給  実  績（令和 6年度決算）       1,258,438千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 6年度決算）              153,787円  

支給対象地域  支給割合  支給対象職員数  国の制度（支給割合）  

東 京 都 特 別 区          20％          21人             20％ 

大 阪 市          16％         3人         16％ 

名 古 屋 市           14％            1人           14％  

富 山 市           3％        7,972人           3％ 

上 記 以 外 の 市 町 村      0％  7,103人 0％  

医 師      16％  248人  16％  

平 均 支 給 割 合      2.00％  －            2.00 ％  

 （注）  「国の制度（支給割合）」の欄の平均支給割合は、企業会計等を除く普通会計から給与を  

支給されている一般職の職員に対し国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重平均の  

支給割合である。  

 

 (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）  

支給実績（令和６年度決算）  1 , 2 3 9 , 8 4 3千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）  1 9 7 , 9 3 2円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）  4 1 . 4％  

手当の種類（手当数）  2 8種  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  支給実績 

(令和６年度

決算） 

左記職員に対する支

給単価 

税務手当  経 営 管 理 部 税 務 課

（ 庁 舎 外 で 業 務 に

従 事 す る 者 に 限 る

。 ） 又 は 県 税 事 務

所 に 勤 務 す る 職 員  

県 税 の 賦 課 、 徴 収

等  

11,648千円  日額 740円以内  

指導訓練手当  消 防 学 校 に 勤 務 す

る 職 員  

消防学校の実技訓練  124千円  日額 450円  

社会福祉業務

手当  

厚 生 セ ン タ ー 、 障

害 者 相 談 セ ン タ ー

等 に 勤 務 す る 職 員  

厚生センター等にお

ける福祉業務  

18,100千円  業務により月額

20,000円以内又は

日額 500円以内  

社 会 福 祉 施 設

等業務手当  

 

富 山 学 園 等 に 勤 務

す る 職 員  

社会福祉施設におけ

る保護、看護、指導

訓練等  

38,814千円  給料月額の 100分の

16以内  

病院業務手当  中央病 院に 勤務す る

職員  

病院業務  149,266千円  月額 17,420円以内

又は給料月額の 100

分の 8以内  

医療業務手当  本庁、厚生センター等

に勤務 する 医師又 は

歯科医師である職員  

 

医療又は公衆衛生業

務  

130,776千円  業務により月額

80,000円以内又は

勤務１回につき

9,000円以内又は勤

務１時間につき

2,100円 
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看護職員等処

遇改善手当  

中央病 院に 勤務す る

保健師、助産師、看護

師及び 准看 護師を 補

助する職員  

 99,512千円  月額 12,000円以内  

夜間看護手当  中央病 院に 勤務す る

助産師 若し くは看 護

師である職員  

 

午後 10時から午前

５時までの看護等

の業務  

181,041千円  勤 務 １ 回 に つ き

7,300 円以内、通勤

距離により 1,140 円

以内の額を加算  

精神保健業務

手当  

厚生センター、心の健

康セン ター 等に勤 務

する職員  

精神障害者の相談指

導、護送等  

431千円  日額 300 円  

野犬捕獲手当  厚生部 生活 衛生課 又

は厚生 セン ターに 勤

務する職員  

野犬の捕獲、殺処分  34千円  日額 450 円  

有害毒物等取

扱手当  

研究所 等に 勤務す る

職員  

・毒劇物を使用した

研究  

・病理細菌の試験検

査  

・汚水施設等を有す

る 工 場 等 の 立 入 検

査等  

2,432千円  日額 300 円  

放射線等取扱

手当  

厚生センター、研究所

等に勤務する職員  

放 射 線 を 照 射 す る

作業  

102千円  日額 740 円以内  

 

感染症等防疫

手当  

従事職員  

 

感 染 症 患 者 の 救 護

作業等  

112千円  日額 300 円  

従事職員  特 定 新 型 イ ン フ ル

エ ン ザ 等 か ら 県 民

の 生 命 及 び 健 康 を

保 護 す る た め に 行

わ れ た 措 置 に 係 る

作業  

0千円  日額 4,000 円以内  

と畜検査等手

当  

食肉検 査所 に勤務 す

ると畜検査員等  

・獣畜のと殺・解体  

・死亡家畜の解体検

査等  

6,559千円  業 務 に よ り 給 料 月

額の 100 分の 10 以

内又は日額 1,200 円

以内  

麻薬取締手当  麻薬取締員  

 

麻薬取締業務  0千円  日額 820 円  

職業訓練手当  技術専 門学 院に勤 務

する職員  

職 業 訓 練 の 実 習 指

導  

7,440千円  給料月額の 100 分の

8 

家 畜 保 健 衛 生

業務手当  

家畜保 健衛 生所に 勤

務する 獣医 師であ る

職員  

家畜の伝染病防疫、

疾病の診断等  

5,832千円  月額 18,000 円  

乗船手当  農林水 産部 水産漁 港

課、農林水産総合技術

センタ ー等 に勤務 す

る職員  

・漁業取締、水産試

験調査  

・渡船の運航  

・ひき船作業  

1,437千円  業務により日額 810

円 以 内 又 は 月 額

6,600 円 
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特殊自動車等

運転手当  

土木センター、農林振

興セン ター 等に勤 務

する職員  

大 型 特 殊 自 動 車 等

の運転作業  

293千円  日額 670 円以内  

用地交渉手当  土木センター、農林振

興セン ター 等に勤 務

する職員  

 

用 地 の 取 得 等 の た

めの交渉の業務  

1,884千円  日額 1,000 円以内  

特殊現場作業

手当  

土木センター、農林振

興セン ター 等に勤 務

する職員  

 

足 場 が 不 安 定 な 箇

所 等 に お け る 土 木

工事等の調査、測量

等  

9,074千円  日額 300 円等  

高圧ガス等検

査手当  

計量検定所、土木セン

ター等 に勤 務する 職

員  

高 圧 ガ ス の 製 造 施

設等の立入検査  

47千円  日額 300 円  

警察職員業務

手当  

 

地方警察職員  ・山岳遭難者救助作

業  

・銃器犯罪捜査作業   

等  

190,865千円  日額 2,000 円等  

教員特殊業務

手当  

教育職員  ・非常災害時におけ

る児童の保護等  

・週休日の部活動で

の指導等  

301,834千円  日額 16,000 円以内  

多学年学級担

当手当  

教育職員  ２ 以 上 の 学 年 を も

っ て 編 成 し た 学 級

の担任  

1,724千円  日額 290 円  

教育業務連絡

指導手当  

小学校、中学校等に勤

務する 教諭 又は養 護

教諭  

教 務 主 任 、 学 年 主

任、生徒指導主事、

進 路 指 導 主 事 等 の

担当業務  

79,319千円  日額 200 円  

教員兼務手当  教育職員  昼 間 授 業 本 務 職 員

の夜間授業、夜間授

業 本 務 職 員 の 昼 間

授業  

1,967千円  授業１時間 1,070 円  

道路補修手当  土木セ ンタ ーに勤 務

する単純労務職員  

道路補修業務  ２千円  日額 270 円  

 

(5) 時間外勤務手当  

支給実績（令和６年度決算）                     3,662,259 千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）                  490千円  

支給実績（令和５年度決算）   3,646,269千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）                487千円  

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら

ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  
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(6) 寒冷地手当（令和７年４月１日現在）  

支  給  実  績（令和６年度決算）  13,070千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）  66,347円 

支給対象地域  世帯主等の区分  支給額（月額）  

立山博物館、立山センター、森林政策課、農林水

産総合技術センター森林研究所、小矢部川ダム管

理事務所、上市川ダム管理事務所、室牧ダム管理

事務所、利賀川ダム管理事務所、白岩川ダム管理

事務所、境川ダム管理事務所、立山カルデラ砂防

博物館、南砺平高等学校、富山市立小見小学校、

富山市立神通碧小学校、上市町立白萩南部小学

校、上市町立陽南小学校、立山町立立山小学校、

南砺市立城端小学校、南砺市立上平小学校、南砺

市立福光南部小学校、富山市立楡原中学校、南砺

市立城端中学校、南砺市立平中学校、南砺市立南

砺つばき学舎、南砺市立利賀学舎、高速道路交通

警察隊福光分駐隊、黒部警察署宇奈月温泉警備派

出所、上市警察署大岩警察官駐在所、上市警察署

岩峅警察官駐在所、上市警察署立山公園口警察官

駐在所、上市警察署室堂警備派出所、上市警察署

馬場島警備派出所、富山南警察署笹津警察官駐在

所、富山南警察署細入警察官駐在所、富山南警察

署小見警察官駐在所、富山西警察署卯花警察官駐

在所、富山西警察署仁歩警察官駐在所、富山西警

察署野積警察官駐在所、南砺警察署西太美警察官

駐在所、南砺警察署東太美警察官駐在所、南砺警

察署城端交番、南砺警察署平警察官駐在所、南砺

警察署上平警察官駐在所、南砺警察署利賀警察官

駐在所  

世帯主である職員

（扶養親族有）  

月額 19,800円  

世帯主である職員

（扶養親族無）  

月額 11,400円  

その他の職員  月額 8,200円  

 

 

 (7) その他の手当（令和７年４月１日現在）  

 手当名  内容及び支給単価  

国

の

制

度

と

の

異

同  

国 の 制 度 と 異 な る 内 容  

支 給 実 績  

(令和６年

度決算 ) 

支給職員１

人当たり平

均支給年額  

(令和６年

度決算 ) 

扶 養 手 当      ⑴  扶養親族１人につき行政職給

料表７級以下は配偶者 3,000

円、父母等 6,500 円、行政職

給料表８級相当以上は配偶者

は支給しない、父母等 3,500

円。  

ただし子は 11,500 円  

異  ○国の制度  

(1)同じ  

(2) 満 16歳年度初めから満 22

歳年度末までの間にある子１

人につき、 5,000円を加算  

千円  

1,206,449 

円  

249,009 
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⑵  満 16歳年度初めから満 22歳年

度末までの間にある子１人に

つき、 5,200円を加算  

住 居 手 当      借 家 等  

⑴  家賃 23,000円以下の場合 

  家 賃 － 1 2 , 0 0 0円  

⑵  家賃23,000円を超える場合 

11,000円＋(家賃－23,000円)/２  

（最高限度額  28,000円） 

異  ○国の制度  

⑴ 家賃 27,000円以下の場合 

   家賃― 16,000 円  

⑵ 家賃 27,000円を超える場合 

   11,000円＋(家賃－27,000 円)/２ 

（最高限度額 28,000円）  

千円  

779,619 

円  

304,182 

通 勤 手 当      ⑴  交 通 機 関 利 用 職 員  

  6箇 月 定 期 券 等 の 価 に よ る

一 括 支 給  

全 額 支 給 限 度 額  

1箇 月 当 た り 1 5 0 , 0 0 0円  

⑵  交 通 用 具 使 用 職 員      

距 離 段 階 区 分 に 応 じ  

2 , 0 0 0円 ～ 3 4 , 8 9 0円  

⑶  駐 車 料 金  

駐 車 料 金 － 3 , 0 0 0円  

(上 限 3 , 0 0 0円 )  

異  ○ 国 の 制 度  

⑴  同 じ  

 

 

 

⑵  距 離 段 階 区 分 に 応 じ  

2 , 0 0 0円 ～ 3 1 , 6 0 0円  

 

⑶  な し  

千円  

1,396,542 

円  

106,152 

初 任 給 調

整 手 当  

医 学 等 に 関 す る 専 門 的 知 識 を

必 要 と し 、 か つ 採 用 に よ る 欠

員 の 補 充 が 困 難 な 職 に 採 用 さ

れ た 職 員 に 支 給  

医 師 ・ 歯 科 医 師  

 採 用 後 3 5年 以 内 の 期 間 、 採

用 か ら １ 年 を 経 過 す る ご と に

そ の 額 を 逓 減 し て 支 給 （ 最 高

支 給 月 額 3 1 0 , 0 0 0円 ）  

獣 医 師  

 採 用 後 2 0年 以 内 の 期 間 、 採

用 か ら １ 年 を 経 過 す る ご と に

そ の 額 を 逓 減 し て 支 給 （ 最 高

支 給 月 額 6 0 , 0 0 0円 ）  

異  獣医師が支給対象となってい

る。  

千円  

624,399 

円  

2,214,179 

単身赴任

手当  
公 署 を 異 に す る 異 動 等 に 伴 い

転 居 し や む を 得 な い 事 情 に よ

り 配 偶 者 等 と 別 居 し 、 単 身 で

生 活 す る こ と を 常 況 と す る 職

員 に 支 給  

3 0 , 0 0 0円 ＋ 加 算 額 （ ※）  

※ 職 員 の 住 宅 と 配 偶 者 等 の 住

居 と の 交 通 距 離 が 1 0 0ｋ ｍ 以

上 の 場 合 に 8 , 0 0 0～ 7 0 , 0 0 0円

を 加 算  

同   千円  

48,327 

円  

389,735 

管理職手当  管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職

員 に 当 該 職 の 区 分 に 応 じ て

1 4 6 , 4 0 0円 以 内 を 支 給  

同   千円  

1,029,671 

円  

722,069 

休日勤務

手当  

休 日 等 に お い て 正 規 の 勤 務 時

間 中 に 勤 務 し た 職 員 に 支 給  

１ 時 間 当 た り の 給 与 額 ×

1 . 3 5 ×時 間 数  

異  １ 時 間 当 た り の 給 与 額 の

算 定 に 、 寒 冷 地 手 当 、 特

地 勤 務 手 当 ・ へ き 地 手 当

、 月 額 の 特 殊 勤 務 手 当 、

千円  

488,821 

円  

65,438 
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夜間勤務

手当  

正 規 の 勤 務 時 間 と し て 午 後 1 0

時 か ら 翌 日 の 午 前 ５ 時 ま で の

間 に 勤 務 し た 職 員 に 支 給  

１ 時 間 当 た り の 給 与 額 ×

0 . 2 5 ×時 間 数  

農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 を

含 め る 。  

千円  

251,744  

円  

33,701 

宿日直手当  宿日直勤務を命ぜられた職員が勤

務した場合に支給  

・庁舎・設備の保全等  

  6,800 円  

・福祉施設等における管理監督   

7,400 円 

・医療当直看護師等 6,900 円  

        医師    21,000 円  

同   千円  

549,086 

円  

313,584 

管理職員

特別勤務

手当  

⑴  管理職手当支給対象職員が臨

時又は緊急の必要等により週

休日等に勤務した場合に支給  

６時間以下 4,000～12,000 円 

６時間超  6,000～18,000 円 

⑵  管理職手当支給対象職員が災

害への対処等の臨時･緊急の必

要によりやむを得ず平日深夜

に勤務した場合に 2,000～

6,000円を支給  

同   千円  

257 

円  

257,000 

特地勤務

手当  

生活の著しく不便な地に所在する

公署に勤務する職員に給料及び扶

養手当の合計額に一定割合を乗じ

て得た額を支給  

１級地  ４％  ３級地  12％  

２級地  ８％   ４級地   16％  

同   千円  

12,161 

円  

2,026,776 

義務教育

等教員特

別手当  

小中学校、高等学校、特別支援諸

学校に勤務する教育職員に級号給

に応じて 2,000～ 8,000 円を支給  

 

 千円  

493,857 

円  

64,506 

定時制通

信教育手

当  

定時制・通信制教育に従事する教

育職員に給料の６％（管理職手当

受給職員は４％）を支給  

 千円  

49,488 

円  

218,011 

産業教育

手当  

実習を伴う農業・水産・工業に関

する科目を主として担任する教育

職員に給料の６％を支給  

 千円  

73,840 

円  

293,015 

へき地手当  山間地等に所在する学校に勤務す

る教育職員に給料及び扶養手当の

合計額に一定割合を乗じて得た額

を支給  

１級地  ８％  ４級地  20％  

２級地 12％  ５級地  25％  

３級地 16％  準ずる地域４％  

 千円  

28,351 

円  

295,320 
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農林漁業

普及指導

手当  

普及指導員が普及指導業務に従事

したときに、級に応じて 8,500～

14,500円を支給  

ただし、管理職は支給対象外  

 千円  

17,312 

円  

178,479 

 

 

５  特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）  

 

区     分  給   料   月   額   等  

給 
 

料 

知      事  

副   知   事  

1,300,000円 

1,020,000円 

報 
 

酬 

議      長  

副   議   長  

議      員  

910,000円  

860,000円  

780,000円  

期 

末 

手 

当 

知      事  

副   知   事  

（令和６年度支給割合）  

3.45月分  

議      長  

副   議   長  

議      員  

（令和６年度支給割合）  

3.45月分  

退
職
手
当 

知      事  

副   知   事  

（算定方式）          （１期の手当額）  （支給時期）  

130万円×在職月数×0.53  33.072千円  （任期毎又は退職時） 

102万円×在職月数×0.4   19,584千円   （任期毎又は退職時） 

（注）１  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期  

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。  
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６  職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由            （各年４月１日現在）  

          区  分  
部  門  

  職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

主 な 増 減 理 由            
令和６年  令和７年  

普  

 通  

 会  

 計  

 部  

 門  

 一  

 般  

 行  

 政  

 部  

 門  

総 務 企 画  

民 生 ・ 衛 星  

商 工 ・ 労 働  

農 林 水 産  

土 木  

7 3 0  

7 9 0  

2 6 4  

7 4 1  

6 9 4  

7 3 8  

7 7 5  

2 6 7  

7 3 7  

7 0 7  

８  

△ 1 5  

３  

△ ４  

1 3  

・ 総 合 計 画 策 定 の た め の 増  

・ 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 等 へ

の 振 替 え に よ る 減  

 

 

・ 盛 土 規 制 等 に 対 応 す る た め

の 増  

  計  
3 , 2 1 9  3 , 2 2 4  5  （参考：人口10万当たり職員数324人）  

特

別

行

政

部

門 

教育部門  8 , 4 6 2  8 , 4 0 3  △ 5 9  ・生徒数の減による教職員数の減  

警察部門  2 , 2 6 1  2 , 2 3 8  △ 2 3   

小   計  1 0 , 7 2 3  1 0 , 6 4 1  △ 8 2  （参考：人口10万当たり職員数1,071人）  

公会  

営計  

企部  

業門  

等  

病 院  

そ の 他  

1 , 1 7 1  

1 3 6  

1 , 1 7 5  

1 3 8  

４  

２  

・ 病 棟 薬 剤 指 導 の 充 実 の た

め の 増  

小    計  1 , 3 0 7  1 , 3 1 3  ６   

合   計  

 

1 5 , 2 4 9  
[  8 2  ]  

1 5 , 1 7 8  
[  8 2  ]  

△ 7 1  
[  0  ]  （参考：人口10万当たり職員数 1,527人）  

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。  

 ( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20

歳

未

満

20

|

23

24

|

27

28

|

31

32

|

35

36

|

39

40

|

43

44

|

47

48

|

51

52

|

55

56

|

59

60

歳

以

上構成比 5年前の構成比



- 17 - 

部門別  

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

 ～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

 

職員数  

人 

58 

人 

  881 

人 

1,705 

人 

1,716 

人 

1,592 

人 

1,348 

人 

1,209 

人 

1,138 

人 

1,342 

人 

1,450 

人 

1,721 

人 

1,017 

人 

15,177 

 

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 令 和 ２ 年  令 和 ３ 年  令 和 ４ 年  令 和 ５ 年  令 和 ６ 年  令 和 ７ 年  
過去５年間  

の増減数（率）  

一般行政  3,210 3,216 3,217 3,218 3,219 3,224 14(0.4％ ) 

教育  8,588 8,597 8,554 8,462 8,554 8,403 △ 185(△ 2.2％ ) 

警察  2,299 2,287 2,281 2,261 2,281 2,238 △ 61(△ 2.7％ ) 

普通会計計  14,097 14,100 14,052 13,941 14,054 13,865 △ 232(△ 1.6％ ) 

公営企業等会計計  1,181 1,217 1,238 1,281 1,307 1,313 132(11.2％ ) 

総合計  15,278 15,317 15,290 15,222 15,361 15,178 △ 100(△ 0.7％ ) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

 

 

年  度  
部門別  


